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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の一表面に第１の表示領域、第２の表示領域、第１のソースドライバ、第２のソー
スドライバ及びゲートドライバが設けられ、
　前記第１の表示領域には第１の画素が複数設けられ、
　前記第２の表示領域には第２の画素が複数設けられ、
　前記第１の画素の第１の方向のピッチをａ、前記第１の画素の前記第１の方向と交差す
る第２の方向のピッチをｂ、前記第２の画素の前記第１の方向のピッチをｃ、前記第２の
画素の前記第２の方向のピッチをｄとすると、
　前記ａと、前記ｃと、が等しい場合には、前記ｂと、前記ｄと、は異なり、
　前記ｂと、前記ｄと、が等しい場合には、前記ａと、前記ｃと、は異なり、
　前記第１の表示領域に設けられた複数の信号線は前記第１のソースドライバに電気的に
接続され、
　前記第２の表示領域に設けられた複数の信号線は前記第２のソースドライバに電気的に
接続され、
　前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域の各々に設けられた複数の走査線は前記ゲ
ートドライバに電気的に接続され、
　前記第２の画素の各々は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第１の発光
素子と、を有し、
　前記第１の画素の各々は、第３のトランジスタと、第４のトランジスタと、第５のトラ
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ンジスタと、第２の発光素子と、を有し、
　前記第１のトランジスタと、前記第３のトランジスタと、はビデオ信号の入力を制御す
る機能を有し、
　前記第２のトランジスタは前記第１の発光素子の両電極間に流れる電流値を制御する機
能を有し、
　前記第４のトランジスタは前記第２の発光素子の両電極間に流れる電流値を制御する機
能を有し、
　前記第５のトランジスタは、前記第２の発光素子に強制的に電流が流れない状態を作る
機能を有することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　基板の一表面に第１の表示領域、第２の表示領域、第１のソースドライバ、第２のソー
スドライバ、第１のゲートドライバ及び第２のゲートドライバが設けられ、
　前記第１の表示領域には第１の画素が複数設けられ、
　前記第２の表示領域には第２の画素が複数設けられ、
　前記第１の画素の第１の方向のピッチをａ、前記第１の画素の前記第１の方向と交差す
る第２の方向のピッチをｂ、前記第２の画素の前記第１の方向のピッチをｃ、前記第２の
画素の前記第２の方向のピッチをｄとすると、
　前記ａと、前記ｃと、が等しい場合には、前記ｂと、前記ｄと、は異なり、
　前記ｂと、前記ｄと、が等しい場合には、前記ａと、前記ｃと、は異なり、
　前記第１の表示領域に設けられた複数の信号線は前記第１のソースドライバに電気的に
接続され、
　前記第２の表示領域に設けられた複数の信号線は前記第２のソースドライバに電気的に
接続され、
　前記第１の表示領域に設けられた複数の走査線は前記第１のゲートドライバに電気的に
接続され、
　前記第２の表示領域に設けられた複数の走査線は前記第２のゲートドライバに電気的に
接続され、
　前記第２の画素の各々は、第１のトランジスタと、第２のトランジスタと、第１の発光
素子と、を有し、
　前記第１の画素の各々は、第３のトランジスタと、第４のトランジスタと、第５のトラ
ンジスタと、第２の発光素子と、を有し、
　前記第１のトランジスタと、前記第３のトランジスタと、はビデオ信号の入力を制御す
る機能を有し、
　前記第２のトランジスタは前記第１の発光素子の両電極間に流れる電流値を制御する機
能を有し、
　前記第４のトランジスタは前記第２の発光素子の両電極間に流れる電流値を制御する機
能を有し、
　前記第５のトランジスタは、前記第２の発光素子に強制的に電流が流れない状態を作る
機能を有することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記第１の画素は、第６のトランジスタを有し、
　前記第６のトランジスタは、前記第２の発光素子に流れる電流値を制御する機能を有す
ることを特徴とする表示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一項において、
　前記第１の表示領域に設けられた複数の信号線は、前記第１のソースドライバを介して
デジタルデータ線に電気的に接続され、
　前記第２の表示領域に設けられた複数の信号線は、前記第２のソースドライバを介して
アナログデータ線に電気的に接続されることを特徴とする表示装置。
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【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一項において、
　２つの前記第２の表示領域を有し、
　前記第１の表示領域をはさんで２つの前記第２の表示領域が設けられていることを特徴
とする表示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一項において、
　前記第１のトランジスタのゲートは、第１の走査線に電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの一方は、第１の信号線に電気的に接続
され、
　前記第１のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２のトランジスタのゲ
ートと第１の電源線に電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第１の発光素子に電気的
に接続され、
　前記第２のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第１の電源線に電気的に
接続され、
　前記第３のトランジスタのゲートは、第２の走査線に電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの一方は、第２の信号線に電気的に接続
され、
　前記第３のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第４のトランジスタのゲ
ートと、前記第５のトランジスタのソース又はドレインの一方に電気的に接続され、
　前記第４のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２の発光素子に電気的
に接続され、
　前記第４のトランジスタのソース又はドレインの他方は、第２の電源線に電気的に接続
され、
　前記第５のトランジスタのゲートは、第３の走査線に電気的に接続され、
　前記第５のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第２の電源線に電気的に
接続されることを特徴とする表示装置。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第１の画素は、第６のトランジスタを有し、
　前記第６のトランジスタのゲートは、第３の電源線に電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのソース又はドレインの一方は、前記第２の発光素子に電気的
に接続され、
　前記第６のトランジスタのソース又はドレインの他方は、前記第４のトランジスタのソ
ース又はドレインの一方に電気的に接続されることを特徴とする表示装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか一項において、
　前記基板と対向する対向基板を有することを特徴とする表示装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記基板の一表面の反対側に、１枚又は複数枚の第１の波長板若しくは第１の波長フィ
ルムと、第１の偏向板と、を有し、
　前記対向基板の一表面に、１枚又は複数枚の第２の波長板若しくは第２の波長フィルム
と、第２の偏向板と、を有することを特徴とする表示装置。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記第１の偏向板は、回転自在であることを特徴とする表示装置。
【請求項１１】
　請求項９又は請求項１０において、
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　前記第２の偏向板は、回転自在であることを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　請求項９乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記発光素子は前記基板の一表面側と、前記基板の一表面と反対の表面側と、に発光し
、
　前記基板側に第１の表示画面、前記対向基板側に第２の表示画面を有し、
　前記第１の表示画面及び前記第２の表示画面の一方はカラー表示であり、
　前記第１の表示画面及び前記第２の表示画面の他方はモノクロ表示であることを特徴と
する表示装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか一項において、
　前記第１の画素の発光部の面積は、前記第２の画素の発光部の面積よりも小さく、
　前記第２の画素の第１の電流密度が、前記第１の画素の第２の電流密度より小さいこと
を特徴とする表示装置。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　前記第１の画素の全体から得る輝度と前記第２の画素の全体から得る輝度が同じになる
ように、前記第１の電流密度と前記第２の電流密度を調節することを特徴とする表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自発光素子を有する表示装置に関する。また、自発光素子を有する表示装置
を含む携帯端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子
を代表とする自発光素子を有する表示装置の研究開発が進められている。発光素子を有す
る表示装置は、自発光型ゆえの高画質、広視野角、バックライトが不必要であることによ
る薄型、軽量の利点を活かして、幅広い利用が期待されている（例えば、特許文献１参照
）。
【特許文献１】特開２００４－３０２４８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　電子機器が有する表示画面において、電池残量や電波強度などのアイコン表示は、常に
同じ位置に表示されるため、焼き付きが発生することがあった。
【０００４】
　本発明は、上記の実情を鑑み、焼き付きの発生による影響を受けない表示装置の提供を
課題とする。また、高機能化と高付加価値化を実現するために、消費電力を抑制した表示
装置の提供、信号の書き込みを正確に行うことができる表示装置の提供、デューティ比を
向上させた表示装置の提供を課題とする。さらに、高機能化と高付加価値化を実現した携
帯端末の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した従来技術の課題を解決するために、本発明においては以下の手段を講じる。
【０００６】
　本発明の表示装置は、第１の画素を複数含む第１の表示領域と、第２の画素を複数含む
第２の表示領域を有し、前記第１の画素及び前記第２の画素の各々は発光素子を有するこ
とを特徴とする。また、前記第１の画素及び前記第２の画素の各々は、列方向及び行方向
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の一方のピッチが同じであり、他方のピッチが異なることを特徴とする。第１の表示領域
は待ち受け画面やメールの本文等を表示し、第２の表示領域は電池残量や電波強度等のア
イコンを表示する。つまり、第２の表示領域は、アイコン以外は表示しないため、焼き付
きが発生しても、その影響を受けることがない。
【０００７】
　本発明の表示装置は、透光性を有する基板の一表面に設けられた第１の画素を複数有す
る第１の表示領域と、第２の画素を複数有する第２の表示領域を有し、前記第１の画素及
び前記第２の画素の各々は、前記基板の一表面と反対の表面の方向と、対向基板の方向に
発光する発光素子を有することを特徴とする。基板の表裏に発光する発光素子を有するこ
とにより、表裏で表示を行う両面表示装置の提供が実現し、その結果、高機能化と高付加
価値化が実現する。
　また、本発明の表示装置は、基板の一表面に第１の偏光板を有し、前記基板と対向する
対向基板の一表面に第２の偏光板を有する。さらに、前記第１の偏光板と前記第２の偏光
板のなす角度は、４０度乃至９０度であることを特徴とする。上記構成により、表示を行
う領域以外は、黒の表示を行うため、どちら側から見ても、背景が透けてみえることがな
い。
【０００８】
　本発明の表示装置は、第１の表示領域及び第２の表示領域が含む複数の信号線に接続す
るソースドライバと、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域が含む複数の走査線に
接続するゲートドライバを有することを特徴とする。または、第１の表示領域及び第２の
表示領域が含む複数の信号線に接続するソースドライバと、前記第１の表示領域が含む複
数の走査線に接続する第１のゲートドライバと、前記第２の表示領域が含む複数の走査線
に接続する第２のゲートドライバと有することを特徴とする。
　上記構成を有する場合、第１の表示領域及び第２の表示領域は、行方向のピッチが同じ
で、列方向のピッチが異なる複数の画素を有する。そうすると、走査線の本数が減少する
ため、画素に対する信号の書き込み回数が減少し、ソースドライバの消費電力を抑制する
ことができる。また、書き込みの回数が減少することから、ソースドライバの周波数に余
裕をもたせて、信号の書き込みを正確に行うことができる。さらに、書き込みの回数が減
少することから、表示期間を長くして、デューティ比を向上させることができる。
【０００９】
　本発明の表示装置は、第１の表示領域が含む複数の信号線に接続する第１のソースドラ
イバと、第２の表示領域が含む複数の信号線に接続する第２のソースドライバと、前記第
１の表示領域及び前記第２の表示領域が含む複数の走査線に接続するゲートドライバを有
することを特徴とする。または、第１の表示領域が含む複数の信号線に接続する第１のソ
ースドライバと、第２の表示領域が含む複数の信号線に接続する第２のソースドライバと
、前記第１の表示領域が含む複数の走査線に接続する第１のゲートドライバと、前記第２
の表示領域が含む複数の走査線に接続する第２のゲートドライバを有することを特徴とす
る。
　上記構成によると、第１の表示領域及び第２の表示領域の各々は、独立したソースドラ
イバを有する。従って、両表示領域で、供給する信号を変えたり、階調数を変えたりする
ことが可能となり、消費電力の抑制が実現する。
　上記構成を有する場合、第１の表示領域及び第２の表示領域が含む複数の信号線はデジ
タルデータ線に接続することを特徴とする。デジタルデータ線とは、デジタルビデオ信号
を伝達する配線である。上記特徴により、第１の表示領域及び第２の表示領域の各々が含
む画素には、デジタルビデオ信号が供給され、両者ともデジタルビデオ信号による表示（
以下デジタル表示と表記）を行う。そして、両者とも時間階調表示を行う場合、第１の表
示領域及び第２の表示領域の各々で、サブフレーム期間の数を変えれば、表現する階調数
を変えることができる。そうすると、消費電力の抑制が実現する。
　また、上記構成を有する場合、第１の表示領域が含む複数の信号線はデジタルデータ線
に電気的に接続し、第２の表示領域が含む複数の信号線はアナログデータ線に電気的に接
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続することが好ましい。アナログデータ線とは、アナログビデオ信号を伝達する配線であ
る。上記特徴により、第１の表示領域が含む画素にはデジタルビデオ信号が供給され、第
２の表示領域を含む画素にはアナログビデオ信号が供給される。つまり、第１の表示領域
はデジタル表示（例えば時間階調表示）を行い、第２の表示領域はアナログビデオ信号に
よる表示（以下アナログ表示）を行う。このように、アナログ表示を行う表示領域を有す
ることにより、信号の書き込み回数が減少するため、ソースドライバの消費電力を抑制す
ることができる。また、書き込みの回数が減少することから、ソースドライバの周波数に
余裕をもたせて、信号の書き込みを正確に行うことができる。さらに、書き込みの回数が
減少することから、表示期間を長くして、デューティ比を向上させることができる。
【００１０】
　本発明の表示装置は、第１の表示領域が含む第１の画素と、第２の表示領域が含む第２
の画素の各々が有するＴＦＴの個数は異なることを特徴とし、具体的には、前記第１の画
素が含むＴＦＴは３つ又は４つであり、前記第２の画素が含むＴＦＴは２つであることを
特徴とする。上記特徴により、デジタル表示とアナログ表示の各々に合わせた画素回路を
提供することができる。
【００１１】
　本発明は、上記に挙げた表示装置を具備する携帯端末を提供することを特徴とする。上
記特徴により、高機能化と高付加価値化が実現する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の表示装置は、決まった画像以外の表示は行わない１つ又は複数の表示領域を有
することを特徴とし、上記特徴により、前記１つ又は複数の表示領域に焼き付きが発生し
ても、その影響を受けることがない。
【００１３】
　本発明の表示装置は、行方向のピッチが同じで、列方向のピッチが異なる複数の画素を
有することを特徴とし、上記特徴により、走査線の本数が減少し、そのため、画素に対す
る信号の書き込み回数が減少し、ソースドライバの消費電力を抑制することができる。ま
た、書き込みの回数が減少することから、ソースドライバの周波数に余裕をもたせて、信
号の書き込みを正確に行うことができる。さらに、書き込みの回数が減少することから、
表示期間を長くして、デューティ比を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。但し、本発明は以下の説
明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様
々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す実
施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本発明の
構成において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。
（実施の形態１）
【００１５】
　本発明は、文字や画像を表示する機能を有する表示手段を具備する電子機器に適用する
ことが可能であり、ここでは、折り畳み型携帯端末を例示する。携帯端末は、絶縁表面を
有し、ガラス、石英、金属や有機物に相当する基板１０に設けられた表示領域１５を有す
る（図１（Ａ）参照）。表示領域１５は、メールの内容や待ち受け画面を表示する第１の
表示領域１１と、メール、残量表示及び電波強度等のアイコンを表示する第２の表示領域
１２を有する（図１（Ｂ）参照）。また、表示領域１５は、第１の画素１３を複数含む第
１の表示領域１１と、第２の画素１４を複数含む第２の表示領域１２を有する（図１（Ｃ
）参照）。
【００１６】
　第１の画素１３と第２の画素１４の各々は、列方向及び行方向の一方のピッチが同じで
あり、他方のピッチが異なる。より分かりやすく説明すると、第１の画素１３の列方向に
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おけるピッチａ、行方向のピッチｂ、第２の画素１４の列方向におけるピッチｃ、行方向
のピッチｄ（ａ、ｂ、ｃ、ｄは０以上の数）とすると、列方向のピッチが同じであり、行
方向のピッチが異なる場合には、ａ＝ｃ、ｂ＜ｄを満たす（図１（Ｄ）参照）。一方、列
方向のピッチが同じであり、行方向のピッチが異なる場合には、ａ＜ｃ、ｂ＝ｄを満たす
（図１（Ｅ）参照）。
【００１７】
　第１の表示領域１１と第２の表示領域１２の各々は、列方向に信号線を複数有し、行方
向に走査線を複数有する。そして、画素の列方向のピッチが同じであり、行方向のピッチ
が異なる場合、第１の表示領域１１と第２の表示領域１２は、各列に信号線１６が設けら
れ、各行に走査線１７が設けられる（図１（Ｄ）参照）。上記構成では、両領域で同じ信
号線１６を用いることができる。但し、両領域で、独立したソースドライバが設けられる
場合、各々の領域で信号線を設けることができる
　一方、画素の列方向のピッチが異なり、行方向のピッチが同じである場合、第１の表示
領域１１と第２の表示領域１２は、各列で独立した信号線１８、１９が設けられ、各行に
走査線２０が設けられる（図１（Ｅ）参照）。
【００１８】
　また、第１の画素１３と第２の画素１４の各々は、発光素子を有する。発光素子２８は
、絶縁表面を有する基板１０の一表面２１に設けられた導電層２３、電界発光層２４及び
導電層２５の積層体に相当する。発光素子が光を発する方向は、以下の３つに分別するこ
とができる。一つは、発光素子が基板１０側に発光する場合（下面出射）であり、一つは
基板１０と対向する対向基板２７側に発光する場合（上面出射）であり、一つは基板１０
側と対向基板２７側に発光する場合、つまり基板１０の一表面２１の反対の表面２２と、
対向基板２７側に発光する場合（両面出射）である。両面出射を行う場合、基板１０は透
光性を有することが必須の要件である。
　電界発光層２４には有機材料（低分子、高分子、中分子）、有機材料と無機材料を組み
合わせた材料、シングレット材料、トリプレット材料又はそれらを組み合わせた材料のい
ずれを用いてもよい。また発光素子は、電界発光層２４が複数の層からなる積層型、電界
発光層２４が一つの層からなる単層型、電界発光層２４が複数の層からなるがその境界が
明確ではない混合型のいずれでもよい。また発光素子から発せられる光には、一重項励起
状態から基底状態に戻る際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光
（リン光）とが含まれており、本発明はその一方又は両方を用いることができる。また、
発光素子の積層構造には、下から陽極＼電界発光層＼陰極の順積み、下から陰極＼電界発
光層＼陽極の逆積みがあるが、光の発する方向に従って、適切な構造を形成するとよい。
　発光素子は、広視野角、バックライトを必要としないことによる薄型、軽量を実現し、
また応答速度が速いために動画の表示に適する。このような発光素子を用いた表示装置を
用いることにより、高機能化と高付加価値化が実現する。
【００１９】
　次に、第１の表示領域１１と第２の表示領域１２の周囲に設けられるドライバについて
図２を用いて説明する。まず、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が含む複数の
信号線に接続するソースドライバ３１と、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が
含む複数の走査線に接続するゲートドライバ３２を有する場合について説明する（図２（
Ａ）参照）。この場合、第１の表示領域１１が含む第１の画素１３と、第２の表示領域１
２が含む第２の画素１４の各々は、列方向のピッチが同じであり、行方向のピッチが異な
る。また、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が含む複数の信号線は、ソースド
ライバ３１を介して、データ線３３に接続する。データ線３３は、アナログビデオ信号を
伝達するアナログデータ線、又はデジタル信号を伝達するデジタルデータ線に相当する。
【００２０】
　次に、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が含む複数の信号線に接続するソー
スドライバ３１と、第１の表示領域１１が含む複数の走査線に接続する第１のゲートドラ
イバ３４と、第２の表示領域１２が含む複数の走査線に接続する第２のゲートドライバ３
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５を有する場合について説明する（図２（Ｂ）参照）。この場合、第１の画素１３と第２
の画素１４の各々は、列方向のピッチが同じであり、行方向のピッチが異なる。第１の表
示領域１１及び第２の表示領域１２が含む複数の信号線は、ソースドライバ３１を介して
、データ線３３に接続する。
【００２１】
　上記のように、第１の画素１３及び第２の画素１４の列方向のピッチが同じであり、行
方向のピッチが異なる場合は、走査線の本数を少なくすることができるため、画素に対す
る信号の書き込み回数が減少し、ソースドライバの消費電力を抑制することができる。ま
た、書き込みの回数が減少することから、ソースドライバの周波数に余裕をもたせて、信
号の書き込みを正確に行うことができる。さらに、書き込みの回数が減少することから、
表示期間を長くして、デューティ比を向上させることができる。
【００２２】
　次に、第１の表示領域１１が含む複数の信号線に接続する第１のソースドライバ３６と
、第２の表示領域１２が含む複数の信号線に接続する第２のソースドライバ３７と、第１
の表示領域及び第２の表示領域が含む複数の走査線に接続するゲートドライバ３８を有す
る場合について説明する（図２（Ｃ）参照）。この場合、第１の画素１３と第２の画素１
４の各々は、列方向及び行方向の一方のピッチが同じであり、他方のピッチが異なること
を特徴とする。第１の表示領域１１が含む複数の信号線は、第１のソースドライバ３６を
介して、データ線３９に接続し、第２の表示領域１２が含む複数の信号線は、第２のソー
スドライバ３７を介して、データ線４０に接続する。データ線３９、４０は、アナログデ
ータ線又はデジタルデータ線に相当する。
【００２３】
　最後に、第１の表示領域１１が含む複数の信号線に接続する第１のソースドライバ３６
と、第２の表示領域１２が含む複数の信号線に接続する第２のソースドライバ３７と、第
１の表示領域１１が含む複数の走査線に接続する第１のゲートドライバ４１と、第２の表
示領域が含む複数の走査線に接続する第２のゲートドライバ４２を有する場合について説
明する（図２（Ｄ）参照）。この場合、第１の画素１３と第２の画素１４の各々は、列方
向及び行方向の一方のピッチが同じであり、他方のピッチが異なることを特徴とする。第
１の表示領域１１が含む複数の信号線は、第１のソースドライバ３６を介して、データ線
３９に接続し、第２の表示領域１２が含む複数の信号線は、第２のソースドライバ３７を
介して、データ線４０に接続する。
【００２４】
　上記のように、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２の各々が、独立したソース
ドライバを有する場合、第１の表示領域１１が含む複数の信号線はデジタルデータ線３９
に接続し、第２の表示領域が含む複数の信号線はアナログデータ線４０に接続することが
好ましい。上記構成によると、第１の表示領域１１はデジタル表示を行い、第２の表示領
域１２はアナログ表示を行う。そして、第１の表示領域１１は時間階調表示を行い、第２
の表示領域１２はアナログ表示を行う場合、サブフレーム期間毎に、第２の表示領域１２
に信号の書き込みを行う必要はない。フレーム期間が開始後、最初の書き込み期間に、第
１の表示領域１１及び第２の表示領域１２に信号の書き込みを行い、その後、前記フレー
ム期間が終了するまで、第１の表示領域１１の画素のみに信号の書き込みを行えばよい。
これは、第２の表示領域１２は、アナログ表示を行うため、１フレーム期間に信号の書き
込みを１回だけ行えばよいことに起因し、消費電力の抑制が実現する。この場合、第１の
表示領域１１、第２の表示領域１２の各表示領域で階調数を変えてもよい。
　また、上記構成では、各ソースドライバの構成は異なる。より具体的には、デジタルデ
ータ線に接続するソースドライバは、シフトレジスタ、ラッチ等から構成される。一方、
アナログデータ線に接続するソースドライバは、シフトレジスタ、サンプリング回路等か
ら構成される。
【００２５】
　また、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が含む複数の信号線は、デジタルデ
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ータ線３９、４０に接続してもよい。上記構成によると、第１の表示領域１１及び第２の
表示領域１２は、共にデジタル表示を行う。そして、第１の表示領域１１及び第２の表示
領域１２が共に時間階調表示を行う場合、各表示領域で階調数を変えてもよい。つまり、
高精細な画像を表示する第１の表示領域１１と、決まった画像のみを表示する第２の表示
領域１２とで、１フレーム期間におけるサブフレーム期間の数を変えてもよい。上記構成
により、消費電力の抑制が実現する。
【００２６】
　本発明は、第１の表示領域１１、第２の表示領域１２を有し、第２の表示領域１２には
、決まった画像以外の表示は行わない。従って、第２の表示領域１２に焼き付きが発生し
ても、その影響を受けることがない。
（実施の形態２）
【００２７】
　本発明は、第１の画素を複数含む第１の表示領域と、第２の画素を複数含む第２の表示
領域を有することを特徴とする。ここでは、各表示領域に含まれる画素の回路構成につい
て、図３を用いて説明する。
【００２８】
　まず、画素が２つのＴＦＴを含む構成（２ＴＦＴ／Ｃｅｌｌ）について説明する（図３
（Ａ）参照）。画素６３は、列方向に配置された信号線５１と電源線５２、行方向に配置
された走査線５３と電源線５４の各配線で囲まれた領域に、ビデオ信号の入力を制御する
スイッチング用ＴＦＴ５５、発光素子５８の両電極間に流れる電流値を制御する駆動用Ｔ
ＦＴ５６、前記駆動用ＴＦＴ５６のゲート・ソース間電圧を保持する容量素子５７を有す
る。容量素子５７は、駆動用ＴＦＴ５６のゲート容量や他の寄生容量で賄うことができる
場合には、明示的に設けなくてもよい。上記構成は、ＴＦＴの個数が少ないために、歩留
まりの向上が実現する。また、レイアウトの点から有利であり、開口率の向上が実現する
。
【００２９】
　次に、画素が３つのＴＦＴを含む構成（３ＴＦＴ／Ｃｅｌｌ）について説明する（図３
（Ｂ）参照）。本構成は、図３（Ａ）に示す構成に、消去用ＴＦＴ５９と走査線６０を新
たに配置した構成である。消去用ＴＦＴ５９の配置により、発光素子５８に強制的に電流
が流れない状態を作ることができる。従って、全ての画素に対する信号の書き込みを待つ
ことなく、書き込み期間の開始と同時又は直後に点灯期間を開始することができる。その
結果、デューティ比が向上して、動画の表示は特に良好に行うことができる。
【００３０】
　最後に、画素が４つのＴＦＴを含む構成（４ＴＦＴ／Ｃｅｌｌ）について説明する（図
３（Ｃ）参照）。本構成は、図３（Ｂ）に示す構成に、ＴＦＴ６１と電源線６２を新たに
配置した構成である。ＴＦＴ６１のゲート電極は、一定の電位に保持した電源線６２に接
続する。つまり、ＴＦＴ６１のゲート電極の電位は固定される。また、ＴＦＴ６１は、飽
和領域で動作させて、常に電流を流せる状態にする。一方、駆動用ＴＦＴ５６のゲート電
極は、スイッチング用ＴＦＴ５５のソース又はドレインに接続する。つまり、駆動用ＴＦ
Ｔ５６のゲート電極には、ビデオ信号が入力される。また、駆動用ＴＦＴ５６は線形領域
で動作させる。
　上記構成によると、線形領域で動作する駆動用ＴＦＴ５６のソース・ドレイン間電圧Ｖ

DSの値は小さい。そのため、駆動用ＴＦＴ５６のゲート・ソース間電圧ＶGSの僅かな変動
は、発光素子５８に流れる電流値には影響を及ぼさない。従って、発光素子５８に流れる
電流値は、飽和領域で動作するＴＦＴ６１のソース・ドレイン間電流により決定する。従
って、電流制御用ＴＦＴ６１の特性バラツキに起因した発光素子５８の輝度ムラを改善し
て画質を高めることができる。なお、各トランジスタを線形領域と飽和領域で動作させる
ために、ＴＦＴ６１のチャネル長Ｌ1、チャネル幅Ｗ1、駆動用ＴＦＴ５６のチャネル長Ｌ

2、チャネル幅Ｗ2は、Ｌ1／Ｗ1：Ｌ2／Ｗ2＝５～６０００：１を満たすように設定すると
よい。また、ＴＦＴ６１には、エンハンスメント型だけでなく、ディプリーション型のＴ



(10) JP 4785373 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

ＦＴを用いてもよい。
【００３１】
　なお、本発明の表示装置には、アナログのビデオ信号、デジタルのビデオ信号のどちら
を用いてもよい。但し、デジタルのビデオ信号を用いる場合、そのビデオ信号が電圧を用
いているのか、電流を用いているのかで異なる。つまり、発光素子の発光時において、画
素に入力されるビデオ信号は、定電圧のものと、定電流のものがある。ビデオ信号が定電
圧のものには、発光素子に印加される電圧が一定のものと、発光素子に流れる電流が一定
のものとがある。またビデオ信号が定電流のものには、発光素子に印加される電圧が一定
のものと、発光素子に流れる電流が一定のものとがある。この発光素子に印加される電圧
が一定のものは定電圧駆動であり、発光素子に流れる電流が一定のものは定電流駆動であ
る。定電流駆動は、発光素子の抵抗変化によらず、一定の電流が流れる。本発明の表示装
置には、電圧のビデオ信号、電流のビデオ信号のどちらを用いてもよく、また定電圧駆動
、定電流駆動のどちらを用いてもよい。
【００３２】
　上述したように、第１の表示領域及び第２の表示領域の各々が、独立したソースドライ
バを有する場合、第１の表示領域はデジタル表示を行い、第２の表示領域はアナログ表示
を行うことができる。このような場合には、第１の表示領域１１を構成する第１の画素１
３は、３ＴＦＴ／Ｃｅｌｌ又は４ＴＦＴ／Ｃｅｌｌの構成とし、第２の表示領域１２を構
成する第２の画素１４は２ＴＦＴ／Ｃｅｌｌの構成とするとよい。これは、第２の表示領
域１２には、決まった画像が表示されるためであり、消費電力の抑制が実現する。本実施
の形態は、上記の実施の形態と自由に組み合わせることができる。
（実施の形態３）
【００３３】
　本発明は、透光性を有する基板の一表面に設けられた第１の画素を複数有する第１の表
示領域１１と、第２の画素を複数有する第２の表示領域１２を有し、前記第１の画素及び
前記第２の画素の各々は、前記基板の一表面又は前記基板の一表面と反対の表面の方向と
、対向基板の方向に発光する発光素子を有することを特徴とする。ここでは、基板に光学
フィルムを設けた形態について説明する。
【００３４】
　まず、パネル７３の一表面に第１の偏光板７１を有し、前記パネル７３の一表面と反対
の表面に第２の偏光板７２を有する形態について図４（Ａ）（Ｂ）を用いて説明する。第
１の表示領域１１と第２の表示領域１２を有するパネル７３の表裏には、第１の偏光板７
１及び第２の偏光板７２が貼られている。第１の偏光板７１及び第２の偏光板７２は、そ
の偏光方向が交差するように配置することで外光を遮断することができる。交差する角度
は、４０度乃至９０度、好ましくは７０度乃至９０度、より好ましくは９０度とすればよ
い。上記構成により、表示を行う領域以外は、黒の表示を行うため、どちらの側から見て
も、背景が透けてみえることがない。また、第１の偏光板７１及び第２の偏光板７２の配
置により、パネル７３内部の反射による不要光を削減することができるため、コントラス
トを改善する。なお第１の偏光板７１及び第２の偏光板７２は、一方又は双方を回動自在
とする手段を付加して、交差する角度を変えることによりパネルの透過率を変化させるこ
ともできる。すなわち、調光機能を付加してもよい。
【００３５】
　次に、パネル７３の一表面に１枚又は複数枚の波長板若しくは当該フィルム（ここでは
、１枚の第１の１／４波長板７４とする）と第１の偏光板７１を有し、パネル７３の一表
面と反対の表面に１枚又は複数枚の波長板若しくは当該フィルム（ここでは、１枚の第２
の１／４波長板７５とする）と第２の偏光板７２を有する形態について、図４（Ｃ）を用
いて説明する。このように、光学機能性波長板若しくは当該フィルムを付加すると、外光
による透過光及び反射光によるコントラストを改善し、表示品質が向上し、特に黒色のし
ずみ込みを良いものとすることができる。
【００３６】
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　続いて、本発明の表示装置を具備した携帯端末について、図５（Ａ）～（Ｆ）を用いて
説明する。図５（Ａ）は開いた状態で内側から見た図、図５（Ｂ）は開いた状態の断面図
、図５（Ｃ）は開いた状態で外側から見た図、図５（Ｄ）は閉じた状態で第１の筐体９３
１１側から見た図、図５（Ｅ）は閉じた状態の断面図、図５（Ｆ）は第２の筐体９３１２
側から見た図である。本発明の携帯端末は、受話部９３０１と両面表示を行うパネル（以
下両面表示パネルと表記）９３０７を有する第１の筐体９３１１と、送話部９３０４と操
作ボタン９３０３を有する第２の筐体９３１２を有し、ヒンジを介して連結される。
【００３７】
　両面表示パネル９３０７の表裏には、第１の表示画面９３０５と第２の表示画面９３０
６が設けられる。また、両面表示パネル９３０７の表裏には、偏光板９３０８、９３０９
が貼られている。２枚の偏光板９３０８、９３０９は、その偏光方向が交差するように配
置することで外光を遮断することができる。
【００３８】
　また本発明の携帯端末は、開閉検知手段を有し、当該手段は、第１の筐体９３１１に設
けられた突起９３１３と、第２の筐体９３１２に設けられた穴（凹部）９３１４及び制御
手段９３１５から構成される。第１の筐体９３１１と第２の筐体９３１２が閉じた状態に
なると、突起９３１３が穴９３１４の下部に配置された制御手段９３１５に接する状態と
なり、そうすると、第１の表示画面９３０５において通常表示を行うように設定される。
一方、第１の筐体９３１１と第２の筐体９３１２を開いた状態にすると、制御手段９３１
５に接する突起がない状態となり、そうすると、第２の表示画面９３０６において通常表
示を行うように設定される。なお、開閉検知手段は、上記構成に制約されず、通常のボタ
ンを用いて、使用者が行ってもよい。上記のように、両面表示パネルを具備した携帯端末
を提供する本発明は、高機能化と高付加価値化が実現する。本実施の形態は、上記の実施
の形態と自由に組み合わせることができる。
【実施例１】
【００３９】
　本実施例は、第１の画素を複数含む第１の表示領域と、第２の画素を複数含む第２の表
示領域を有する表示装置において、前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域における
表示のバリエーションについて表１を用いて説明する。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　表１中、ＲＧＢ発光とは、各副画素が含む発光素子の電界発光層の材料が異なる場合で
あり、各副画素が含む発光素子から発せられる光が異なる場合である。白色発光とは、画
素が含む発光素子から発せられる光が白色の場合である。青色発光とは、画素が含む発光
素子から発せられる光が青色の場合である。単色発光とは、画素が含む発光素子から発せ
られる光が赤、緑等のある１つの色の場合である。ＣＦはカラーフィルタである。
【００４２】
　第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２がＲＧＢ発光又は単色発光を行う場合、第
１の表示領域１１及び第２の表示領域１２は共にカラー表示又はモノクロ表示を行う。ま
た、第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が白色発光又は青色発光を行う場合、Ｃ
Ｆ又は色変換層の有無に従って、前記第１の表示領域１１及び前記第２の表示領域１２は
カラー表示又はモノクロ表示を行う。
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【００４３】
　第１の表示領域１１及び第２の表示領域１２が共にカラー表示又はモノクロ表示である
場合、作り分ける必要がないため、歩留まりの向上を実現する。ＲＧＢ発光を採用する場
合、発光の利用効率の向上を実現する。また、白色発光又は青色発光を採用する場合、電
界発光層を塗り分ける必要がないため、歩留まりの向上を実現する。さらに、ＣＦ又は色
変換層を採用する場合、色純度やコントラストの向上を実現する。また、第１の表示領域
１１及び第２の表示領域１２とで、一方がカラー表示、他方がモノクロ表示である場合、
高機能化と高付加価値化を実現する。本実施例は、上記の実施の形態と自由に組み合わせ
ることができる。
【実施例２】
【００４４】
　本実施例は、基板の一表面又は前記基板の一表面と反対の表面と、対向基板側に発光す
る発光素子を有する表示装置、つまり、基板側に第１の表示画面を有し、前記基板と対向
する対向基板側に第２の表示画面を有する表示装置において、前記第１の表示画面及び前
記第２の表示画面における表示のバリエーションについて表２を用いて説明する。
【００４５】
【表２】

【００４６】
　第１の画素及び第２の画素が含む発光素子がＲＧＢ発光又は単色発光を行う場合、第１
の表示画面及び第２の表示画面は共にカラー表示又はモノクロ表示を行う。また、第１の
画素及び第２の画素が含む発光素子が白色発光又は青色発光を行う場合、ＣＦ又は色変換
層の有無に従って、第１の表示画面及び第２の表示画面はカラー表示又はモノクロ表示を
行う。
【００４７】
　第１の表示画面及び第２の表示画面が共にカラー表示又はモノクロ表示である場合、作
り分ける必要がないため、歩留まりの向上を実現する。ＲＧＢ発光を採用する場合、発光
の利用効率の向上を実現する。また、白色発光又は青色発光を採用する場合、電界発光層
を塗り分ける必要がないため、歩留まりの向上を実現する。さらに、ＣＦ又は色変換層を
採用する場合、色純度やコントラストの向上を実現する。また、第１の表示画面及び第２
の表示画面で、一方がカラー表示、他方がモノクロ表示である場合、高機能化と高付加価
値化を実現する。本実施例は、上記の実施の形態、実施例と自由に組み合わせることがで
きる。
【実施例３】
【００４８】
　本実施例は、第１の画素を複数含む第１の表示領域と、第２の画素を複数含む第２の表
示領域を有し、前記第２の表示領域を複数設ける形態について説明する。
【００４９】
　基板１１０上に、第１の画素を複数含む第１の表示領域１１１と、第２の画素を複数含
む第２の表示領域１１２、１１３を有する（図６（Ａ）参照）。上述したように、第１の
画素と第２の画素の各々は、発光素子を有する。また、第１の画素と第２の画素の各々は
、列方向及び行方向の一方のピッチが同じであり、他方のピッチが異なる。
【００５０】
　続いて、第１の表示領域１１１と第２の表示領域１１２、１１３の周囲に設けられるド
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ライバについて説明する。まず、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１２、１１
３が含む複数の信号線に接続するソースドライバ１１４と、第１の表示領域１１１及び第
２の表示領域１１２、１１３が含む複数の走査線に接続するゲートドライバ１１５を有す
る場合について説明する（図６（Ｂ）参照）。この場合、第１の表示領域１１が含む第１
の画素と、第２の表示領域１２が含む第２の画素の各々は、列方向のピッチが同じであり
、行方向のピッチが異なる。
【００５１】
　次に、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１２、１１３が含む複数の信号線に
接続するソースドライバ１１４と、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１３が含
む複数の走査線に接続する第１のゲートドライバ１１６と、第２の表示領域１１２が含む
複数の走査線に接続する第２のゲートドライバ１１７を有する場合について説明する（図
６（Ｃ）参照）。この場合も、第１の画素と第２の画素の各々は、列方向のピッチが同じ
であり、行方向のピッチが異なる。なお、ゲートドライバは、第１の表示領域１１１と第
２の表示領域１１３とで分けて設けてもよい。
【００５２】
　次に、第２の表示領域１１３が含む複数の信号線に接続する第１のソースドライバ１１
８と、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１２が含む複数の信号線に接続する第
２のソースドライバ１１９と、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１２、１１３
が含む複数の走査線に接続するゲートドライバ１２０を有する場合について説明する（図
６（Ｄ）参照）。この場合、第１の画素と第２の画素の各々は、列方向及び行方向の一方
のピッチが同じであり、他方のピッチが異なることを特徴とする。
【００５３】
　最後に、第２の表示領域１１３が含む複数の信号線に接続する第１のソースドライバ１
１８と、第１の表示領域１１１及び第２の表示領域１１２が含む複数の信号線に接続する
第２のソースドライバ１１９と、第１の表示領域１１１が含む複数の走査線に接続する第
１のゲートドライバ１２１と、第２の表示領域１１２が含む複数の走査線に接続する第２
のゲートドライバ１２２と、第２の表示領域１１３が含む第３のゲートドライバ１２３を
有する場合について説明する（図６（Ｅ）参照）。この場合、第１の画素と第２の画素の
各々は、列方向及び行方向の一方のピッチが同じであり、他方のピッチが異なることを特
徴とする。本実施例は、上記の実施の形態、実施例と自由に組み合わせることができる。
【実施例４】
【００５４】
　複数の表示領域を備えた電子機器として、テレビ装置、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラ、携帯電話装置（携帯電話機）、ＰＤＡ等の携帯情報端末、携帯型ゲーム機、モ
ニター、ノート型パソコン、カーオーディオ等の音響再生装置、家庭用ゲーム機等の記録
媒体を備えた画像再生装置等が挙げられる。以下にはその具体例について説明する。
【００５５】
　図７(Ａ)はデジタルビデオカメラであり、表示部９７０１、９７０２等を含む。図７（
Ｂ）は携帯情報端末であり、本体９２０１、表示部９２０２等を含む。図７（Ｃ）は携帯
型テレビ装置であり、本体９４０１、表示部９４０２等を含む。本発明は、表示部９７０
１、９２０２、９３０２を含む表示装置の構成に適用される。本発明の適用により、焼き
付きの影響を防止した電子機器の提供を可能とし、エンドユーザーに渡った後における前
記電子機器の長寿命化が実現される。本実施例は、上記の実施の形態、実施例と自由に組
み合わせることができる。
【実施例５】
【００５６】
本発明は、第１の表示領域１１と第２の表示領域１２を有し、第１の表示領域１１は第１
の画素１３を複数有し、第２の表示領域１２は第２の画素１４を複数有し、第１の画素１
３及び第２の画素１４の各々は発光素子を有するものであり、第１の画素１３及び第２の
画素１４の各々の列方向及び行方向の一方のピッチは同じであり、第１の画素１３及び第
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２の画素１４の各々の列方向及び行方向の他方のピッチは異なることを特徴とする。上記
特徴に加えて、本発明は、第１の画素１３の面積と、第２の画素１４の面積が異なること
を特徴とする。さらに、第１の画素１３の発光部８１の面積と、第２の画素１４の発光部
８２の面積が異なることを特徴とする（図８（Ａ）（Ｂ）参照）。画素の発光部とは、画
素において発光素子が発光する部分であり、換言すると、画素においてトランジスタや各
種の配線を除いた部分である。
【００５７】
また、本発明の表示装置が含む第１の表示領域１１は、メールの内容や待ち受け画面を表
示する領域であり、第２の表示領域１２は、残量表示や電波強度等のアイコンを表示する
領域であることを特徴とする。上記特徴に加えて、本発明は、第２の画素１４の面積は、
第１の画素１３の面積よりも大きいことを特徴とし、さらに、第２の画素１４の発光部８
２の面積が、第１の画素１３の発光部８１の面積よりも大きいことを特徴とする。上記特
徴により、第１の画素１３の全体から得る輝度と、第２の画素１４の全体から得る輝度が
同じであるとき、第２の画素１４の発光素子の電流値は、第１の画素１３の発光素子の電
流値よりも小さくすることができる。つまり、第２の画素１４の発光素子の電流密度（単
位面積当たりの電流値）は、第１の画素１３の発光素子の電流密度よりも小さくすること
ができる。発光素子の劣化は、総電流量に依存しており、第２の画素１４の発光素子の電
流密度を、第１の画素１３の電流密度よりも小さくすることができると、第２の画素１４
の発光素子の総電流量は、第１の画素１３の発光素子の総電流量よりも小さくすることが
できる。従って、第２の画素１４の発光素子は、第１の画素１３の発光素子よりも、劣化
の進行を遅くすることができる。また、焼き付きの発生は、発光素子の劣化の進行具合に
も依存するため、発光素子の劣化の進行を遅い第２の表示領域１２では、焼き付きの発生
を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施の形態１を説明する図。
【図２】本発明の実施の形態１を説明する図。
【図３】本発明の実施の形態２を説明する図。
【図４】本発明の実施の形態３を説明する図。
【図５】本発明の実施の形態３を説明する図。
【図６】本発明の実施例３を説明する図。
【図７】本発明の実施例４を説明する図。
【図８】本発明の実施例５を説明する図。
【符号の説明】
【００５９】
１０　基板
１１　第１の表示領域
１２　第２の表示領域
１３　第１の画素
１４　第２の画素
１５　表示領域
１６　信号線
１７　走査線
１８　信号線
１９　信号線
２０　走査線
２３　導電層
２４　電界発光層
２５　導電層
２７　対向基板
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２８　発光素子

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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